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◇平成16年４月発行／大鹿村役場　◇印刷／龍共印刷株式会社 

私たちの村 平成16年05月末日現在　※（ ）内は前月比 

人口 1,382人(－3)／男 670人（－3）／女 712人（±0）／世帯数 583戸（－1） 

ホームページアドレス http://www.vill.ooshika.nagano.jp 
　　〃　　（観光） http://www.ooshika.com 

電子メールアドレス info@vill.ooshika.nagano.jp

大鹿歌舞伎　春の定期公演 

（一谷嫩軍記　須磨浦の段） 
いちのたにふたばぐんき　   す まのうら　   だん 
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　国民年金は２０歳から６０歳になるまでの４０年間みんなが加入し基礎年金を受ける制度です。所得が少なく経済的な

事情等から国民年金保険料を納めることが困難な場合に、本人の申請によって保険料を免除する『申請免除制度』

があります。

　　全額免除　　保険料の全額（月：１３,３００円）

　　半額免除　　保険料の半額（月：   ６,６５０円）

１．前年の所得（収入）が少なく、保険料を納める事が困難な場合。

２．地方税法で定める障害者又は寡婦であって、前年所得が１２５万円以下の場合。

３．生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合。

４．１～３以外の特例的な事由による場合

① 震災，風水害，火災その他これらの災害により、被害金額が財産のおおむね２分の１以上である損害を受け

たとき。

②失業により保険料を納付することが困難と認められるとき

　（雇用保険に加入していた人は「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し）

③事業の休止又は廃止により、厚生労働省が実施する離職者支援貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。

　（「貸付決定通知書」の写し）

　免除の対象となる所得（収入）のめやすは世帯の構成によって異なります。

　免除を受けるためには，被保険者本人の所得（収入）だけでなく，配偶者、世帯主のそれぞれの所得（収入）も、

免除対象となる所得（収入）以下でなければなりません。

　　※半額免除のめやすについては控除額により変わりますのでお問合せください

申請免除の対象者は？申請免除の対象者は？ 申請免除の対象者は？ 

全額・半額免除の対象となる所得（収入）のめやす全額・半額免除の対象となる所得（収入）のめやす 全額・半額免除の対象となる所得（収入）のめやす 

国民年金保険料が納められない…… そんなときは！ 

今年度の免除期間は平成16年7月から平成17年6月分までです。 

（申請の受付は7月1日から8月31日までです。） 
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半額免除（月6,650円）全額免除（月13,300円）世帯員数

285万円程度（424万円）164万円程度（260万円）
4人世帯（夫婦、子2人）

（子の1人は16歳以上23歳未満）

215万円程度（333万円）129万円程度（210万円）
3人世帯（夫婦、子1人）

（子は16歳未満）

172万円程度（271万円）94万円程度（159万円）2人世帯（夫婦のみ）

85万円程度（150万円）35万円程度（100万円）単身世帯

１.  障害・遺族年金の保障があります

免除期間中の障害や死亡といった不慮の事態には障害基礎年金又は遺族基礎年金が受けられます。

２.  ６５歳から受け取る老齢基礎年金額は？

年金額の１／３は国が負担しますので、全額免除期間は１／３ヶ月分、半額免除期間は２／３ヶ月として計算さ

れます。

３.  免除期間は追納できます。

２０歳から６０歳まで保険料を全額納めた場合は６５歳から満額の老齢基礎年金７９７，０００円が受けられますが、免除

期間があると減額された年金を受け取ることになります。そこで、生活にゆとりができたときには，免除期間の

追納をお勧めします。１０年以内に追納すれば、老齢基礎年金額が納めた場合の１ヶ月として計算されます。

免除が承認されると… 

免除対象となる所得の目安
（　　）内は収入

審査対象

となる所得

後から保険料

納めるとき

障害／遺族の

年金請求

老齢基礎

年金額の

計算時

老齢基礎年金

請求時
 

本人、配偶者、

世帯主

10年以内なら

納められる

納付済期間と

同じ扱い
３分の１算入

受給資格期間

（25年）に入る
全額免除

本人、配偶者、

世帯主

10年以内なら

納められる

納付済期間と

同じ扱い
3分の2算入

受給資格期間

（25年）に入る
半額免除

─
2年を過ぎると

納められない

受給資格期間に

入らない
算入されない

受給資格期間に

入らない
未　　納

こん
なに

違い
ます
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村の行事予定村の行事予定 村の行事予定村の行事予定 村の行事予定 
６月
　上旬～下旬
 ヒマラヤの青いケシ（大鹿村観光協会）
　２１日 日本脳炎予防接種
　２７日 粗大ゴミ
　２８日 日本脳炎予防接種
　３０日 村団ポンプ操法大会（発表会）

７月
　上旬～８月上旬
 ブルーベリー狩り（観光協会・するぎ農園村）
　５日 ＢＣＧ接種
　３１日～ 中央構造線サイクリング大会

８月
　～１日 中央構造線サイクリング大会
　９日・１０日　結核検診
　１４日 盆野球大会（予定）
　１４日 大鹿夏祭り２００4
　１５日 成人式
　２0日～２4日
 千葉市小学校６年生山村留学

この宝くじは、通信販売でも購入できます。

この宝くじの収益金は、市町村の明るく

住み良い街づくりに使われます。

アテネオリンピック 
とともに 

夢を乗せて… 

　参議院議員通常選挙が７月11日投票予定で執

行されます。

参議院議員の通常選挙は３年ごとに実施され、

定数の半数が改選となります。

　投票は、立候補者の名前を記入する県選出議員

選挙投票と、名簿に登載された候補者の氏名か政党や政治団体等の

名称を記入する比例代表選出議員選挙の２つの投票を行います。

私たちの代表を選ぶ大事な選挙です。棄権をしないよう必ず投票

に行きましょう。

　今回の選挙から「期日前投票」制度による投票が実施されます。

これは、今までの「不在者投票」と違い、投票用紙を直接投票箱

に入れる「期日前投票所」における投票です。「不在者投票」の場

合の封筒への記名や封入の手間がかからなくなり、投票しやすく

なっています。

　投票できる期間は、役場に開設する「期日前投票所」において、

告示日の翌日から投票前日の朝８時30分～夜８時までです。

　また、郵便による投票方法も一部改正となっていますので、詳

しくは村選挙管理委員会までお問合せください。

7月１１日は第20回参議院議員通常選挙7月１１日は第20回参議院議員通常選挙

　国民宿舎・伊良湖岬信州は松林に囲まれた静かな環境の中にあ

ります。休日、夏休みに海へ遊びに出かける際に安くご利用でき

ます。見所いっぱいの海で遊ぶ旅にお出かけください。

　（南信州広域連合が所有する国民宿舎です。）

いよいよ待ちに待った 
　　サマージャンボ宝くじが 
　　　　　　　   発売されます。 

いよいよ待ちに待った 
　　サマージャンボ宝くじが 
　　　　　　　   発売されます。 

宿泊料(素泊り)税込宿泊料(1泊2食付)税込

室　　料計夕食代朝食代室　　料

4,095円6,615円

2,100円840円

3,675円

大 人 4,830円(トイレ付)7,350円4,410円(トイレ付)

5,355円(特別室)7,875円4,935円(特別室)

3,465円5,985円

2,100円840円

3,045円

小 学 生 4,095円(トイレ付)6,615円3,675円(トイレ付)

4,515円(特別室)7,035円4,095円(特別室)

1,995円1,575円＋食事代

実　費実　費

1,575円

4歳以上 2,625円(トイレ付)2,205円＋食事代2,205円(トイレ付)

2,940円(特別室)2,520円＋食事代2,520円(特別室)

実　費実　費実　費無料(寝具使用525円)4歳未満

※特別室（トイレ・バス付・ベッド有）は、
身障者の方が優先になります。身障者
の方のご利用がない場合は一般の方
もご利用いただけます。

　身障者の方は500円の割引があります。
予約の際申し出てください。

※チェックイン：午後３時30分
　　チェックアウト：午前９時30分
※ご予算に応じた特別料理も承ります
（要予約）。

〒441‐3615
愛知県渥美郡渥美町大字中山

�（0531）35－6960

国民宿舎　伊良湖岬信州　宿泊利用料金表

伊良湖岬信州をご利用ください 伊良湖岬信州をご利用ください 
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　これまでは、特別徴収（年金からの天引き）の方の仮徴収（４月、６月、８月）は、市町村民税が確定していな

いことから、２月と同じ金額をいただいておりましたが、今年度からは、年度の前半の仮徴収額と年度の後半の本

徴収額がほぼ同額となるように調整します。

　６月と８月の仮徴収額を引き下げることで、年度の上半期と下半期の額が同額になり、平成17年度以降の保険料

が平準化されます。

　平準化すると、天引きされる介護保険料が毎回ほぼ同額となります。

特別徴収（仮徴収）の方法が変わります 
介護保険料の 
特別徴収（仮徴収）の方法が変わります 
介護保険料の 

高 
　 
　 
額 
  

引 
き 
下 
げ 
  

引 
き 
下 
げ 
  

平 
準 
化 
  

平 
準 
化 
  

平 
準 
化 
  

平成 １６ 年度保険料 平成 １７ 年度保険料 

２月 ４月 ６月 ８月 １０ 月 １２ 月 ２月 ４月 ６月 ８月 １０ 月 

仮徴収 本徴収 
※仮徴収額の合計と本徴収額の合計がほぼ同額に。 

新しい徴収方法 

　なお、平成１５年度と平成１６年度の介護保険料年額（介護保険料の所得段階）に変更のある方は、調整されない場

合があります。

千葉県農山村留学推進事業 

千葉市の小学生80人のホームステイ先を募集 千葉市の小学生80人のホームステイ先を募集 千葉市の小学生80人のホームステイ先を募集 

　千葉市教育委員会では、千葉市在住の小学生６年生が夏休みの数日間、親元を離れて県外の農山村へ滞在する

「農山村留学推進事業」を進めており、昨年に引き続き、平成16年度の受け入れ自治体の１つに大鹿村が決まりま

した。

　村では、千葉市の小学生をホームステイ形式で受け入れていただけるご家庭と、滞在期間中の体験活動をお手伝

いしていただける方を募集しています。また、具体的な体験メニューのアイディアもあわせて募集しています。

実施時期は、８月20日（金）～８月24日（火）までの４泊５日（うちホームステイは２泊）の予定で、一家庭の受

け入れ人数は４～５人となる見通しです。宿泊した子供たちは大鹿村での生活体験や村民との交流を通して郷土愛

を育むとともに、自主性や社会性を育成することを目的としています。宿泊や体験に伴う費用は一定額が千葉市か

ら支出されますが、千葉市は「営業としてではなくボランティア的趣旨にのっとりホームステイを受け入れてほし

い」としています。

　受け入れを希望される方または興味のある方、千葉の子供たちが行う具体的な体験メニューのアイディアをお持

ちの方は、役場産業建設課までお申し出ください。

　村では、野菜の収穫や山仕事等の生活に密着した生活体験を基本に、歌舞伎や木工等を絡めたメニューなど、他

町村とは違った個性的でユニークなアイディアも募集しています。ふるってご応募ください。
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税 務 だ よ り 平成16年６月号 

経費目安割合を適用されている農家の皆様方へ
　農業所得の計算は、自らの記帳に基づいた収支計算が原則です。現在、収支計算によらない農家の皆様方におか

れましては、経費目安割合によって農業所得を計算していただいておりますが、平成17年分をもって経費目安割合

が廃止となります｡平成18年分以降におかれましては収支計算となりますのでお知らせいたします｡スケジュール

は下記のとおりです。

＊この５月下旬に各地区ごとで農業所得収支計算説明会を実施しました。今後、収支計算説明会が年２回ずつ実施

されていく予定です。お忙しい日々をお過ごしのことと思いますが、できる限り説明会に出席していただき、19年

２月の納税相談には収支計算で農業所得が算出できますようお願いいたします。

　【安全で便利な振替納税】―振替納税（口座引き落

とし）は、現金を持ち歩く必要がなく安全で手間も

少なく大変便利です。

　うっかり、納付を忘れてしまうこともなく、引き

落とされた内容は預貯金通帳に記帳されます。

手続きは、簡単です。農協・郵便局・飯田信金等金

融機関の窓口または、役場総務課税務係にお申し出

ください。（依頼書を常時備え付けておりますので、

いつでも申請ができます。登録した印鑑、通帳をご

持参ください。）

　また、現在村税をはじめ、その他の料金等を口座

振替されている方は当初に発行される納付書により、

月々の振替額を確認いただき、振替日２～３日前ま

でに口座に準備をお願いします。なお、毎月の領収

書は発行されませんので、金融機関の通帳でご確認

ください。納税証明は有料となりますが必要な場合

は、役場総務課税務係までお申し出ください。

軽自動車税の車検等に必要な完納証は、先ごろはが

きで各車両ごと分けて送付してありますが、紛失さ

れた場合は、役場で再発行できますのでお申し出く

ださい。

　一般的に会社を退職されますと、社会保険から国

民健康保険に移行していただくことになります。最

近、会社を退職され、数ヶ月後に国民健康保険の手

続きをされる方がおられますが、その間は無保険と

いうことになりトラブルの原因となることがありま

す。また、国民健康保険税がさかのぼって課税され、

納付していただくことにもなります。

　会社を退職され、引き続き他の会社等へ勤務され

ない場合は、早急に国民健康保険の手続きを済まさ

れますようお願いします。

　なお、他市町村から新たに村内に転入された場合

も上記と同様、できる限り早めに手続きされますよ

うお願いいたします。

税等の納付は口座振替で！！ 国民健康保険税のお願い

18年分申告17年分申告16年分申告15年分申告申告年分

前年の収入金額 (19年2月)(18年2月)(17年2月)(16年2月)

400万円以上の方

400万円未満

300万円以上の方

300万円未満

200万円以上の方

200万円未満の方

経費目安割合方式による申告

収支計算による申告

＊スケジュール



(青いけし)　今年もきれいに咲きました
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（歌舞伎）
　多くの人でにぎわいました　　お手打ち

　5月26日（水）に小型ポンプ操法の伝達講習会が
行われ、今年の村の消防訓練が始まりました。団員が
減少する中、大会に向けてがんばっています。練習を
見かけられたら応援をお願いします。

　4月29日（木）を中心に各自治会ごと河川清掃を
行いました。
　また、5月12日（水）には、地方事務所の担当課
も来村して河川パトロールが行われました。たくさん
のゴミが捨てられていました。不法投棄はやめましょ
う！ ！

　5月3日（月）に大鹿歌舞伎春の定期公演
が行われました。あいにくの雨で小学校体
育館に会場を移しましたが、今までにない
くらい大勢の方が観に来られて盛大に開催
されました。

　4月17日（土）に恒例の大鹿さくら祭りが行われ
ました。例年になく、好天に恵まれ、桜吹雪の中、歌
謡ショー、太鼓、踊りと盛会のうちに終わりました。

　大池にある中村農園の青いけしが今年もきれいに咲
きました。宣伝の効果も現われ年々訪れる観光客が増
えてきました。村の皆さんもぜひご覧になってくださ
い。

（さくら祭り）　満開の桜でした

（河川パトロール）
　ごみを川などに捨てないようにしましょう

(消防訓練)　日々がんばっています
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な
り
ま

す
。

　

記
載
事
項
は
、
郵
便
番
号
、
住

所
、
電
話
番
号
、
２
人
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）
及
び
年
齢
（
学
年
）

で
す
。
一
枚
の
は
が
き
で
親
子
一

組
の
応
募
が
で
き
ま
す
。

公
募
締
切

六
月
二
十
五
日（
金
）当
日
消
印

有
効

当
選
者
の
発
表

　

応
募
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
当
選
者
の
発
表
は
当
選

者
へ
の
試
乗
会
案
内
通
知
の
発
送

（
七
月
五
日
ま
で
に
）
を
も
っ
て

か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

飯
田
公
証
役
場

 

移
転
の
お
知
ら
せ

家
族
の
た
め
の
統
合
失
調

症
講
座
の
開
催
に
つ
い
て

夏
休
み
リ
ニ
ア
親
子
試
乗

会
の
開
催
に
つ
い
て

参
加
費

　

一
組　

二
、〇
〇
〇
円

 

（
昼
食
各
自
）

交
通
手
段

　

バ
ス
を
用
意
し
ま
す

 

（
飯
田
市
内
か
ら
の
出
発
）

問
合
せ
先

〒
三
九
五－

八
五
〇
一

飯
田
市
大
久
保
町
二
五
三
四

飯
田
市
役
所　

リ
ニ
ア
推
進
対
策

課　

リ
ニ
ア
試
乗
会
事
務
局

�
〇
二
六
五－

二
二－

四
五
一
一

　
　
　
　

（
内
線
二
二
二
六
）

　

飯
田
保
健
所
と
南
信
地
域
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
精
神
障
害
者

の
家
族
の
た
め
の
病
気
や
障
害
に

関
す
る
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

対　

象

　

統
合
失
調
症
の
患
者
の
家
族（
発

病
ま
た
は
受
診
間
も
な
い
方
で
、

医
師
か
ら
の
告
知
を
受
け
て
い
る

方
に
限
り
ま
す
。）

開
催
日

　

六
月
〜
八
月
に
か
け
て
の
金
曜

日
ま
た
は
土
曜
日
の
合
計
四
回
。

詳
し
い
日
時
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

場　

所
南
信
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

（
は
な
み
ず
き
の
郷
）

講　

師

　

精
神
科
医
師
、薬
剤
師
、看
護
師
他

定　

員

　

約
二
十
人（
申
込
多
数
の
場
合

抽
選
）

受
講
料　

無
料

申
込
方
法　

お
電
話
で
お
申
込
下

さ
い
。
締
切
六
月
十
八
日

申
込
・
問
合
せ

南
信
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

�
〇
二
六
五－

五
六－

八
七
三
二

　

橋
南
第
二
地
区
市
街
地
再
開
発

事
業
に
伴
い
、
飯
田
市
本
町
一
丁

目
に
あ
り
ま
し
た
「
飯
田
公
証
役

場
」
は
、
飯
田
市
常
盤
町
三
十
番

地
・
飯
伊
森
林
組
合
ビ
ル
二
階
へ

移
転
い
た
し
ま
し
た
。

主税町主税町 主税町 

追手町追手町 追手町 

常盤町常盤町 常盤町 

合同庁舎 

追手町小 

森林組合 森林組合 森林組合 

　

放
送
大
学
は
、テ
レ
ビ
と
ラ
ジ

オ
の
放
送
授
業
を
中
心
に
自
宅
で

学
べ
る
正
規
の
大
学
で
す
。生
涯
学

習
を
目
的
に
短
期
間
在
学
し
、興
味

の
あ
る
科
目
を
学
習
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

放
送
大
学
の
特
長

○
教
養
学
部

・
全
科
履
修
生
は
、学
士（
教
養
）の

学
位
が
取
得
で
き
ま
す
。

・
入
学
試
験
は
な
く
、全
科
履
修
生

は
十
八
歳
以
上
で
大
学
入
学
資

格
を
有
す
る
方（
高
卒
者
、大
検

合
格
者
等
）ま
た
、選
科
、科
目
履

修
生
は
十
五
歳
以
上
で
あ
れ
ば

誰
で
も
入
学
で
き
ま
す
。

・
幅
広
い
分
野
の
約
三
百
科
目
か
ら

興
味
に
応
じ
た
学
習
が
で
き
ま
す
。

○
大
学
院

・
修
士
科
目
生
は
、十
八
歳
以
上
で

あ
れ
ば
誰
で
も
入
学
で
き
ま
す
。

・
修
士
全
科
生
は
修
士（
学
術
）の

学
位
が
取
得
で
き
ま
す
。（
年
一

回
募
集
、入
学
者
選
考
あ
り
）

募
集
す
る
学
生
の
種
類

全
科
履
修
生（
大
学
卒
業
コ
ー
ス
）

選
科
履
修
生（
一
年
間
在
学
コ
ー
ス
）

科
目
履
修
生（
六
ヶ
月
在
学
コ
ー
ス
）

修
士
全
科
生（
大
学
院
修
了
コ
ー
ス
）

修
士
科
目
生（
六
ヶ
月
在
学
コ
ー
ス
）

社
会
人
も
大
学
生
！

放
送
大
学
の
平
成
十
六
年
度

 

第
二
学
期
学
生
募
集

出
願
受
付
期
間

六
月
十
五
日
か
ら
八
月
三
十
一
日

（
修
士
全
科
生
は
九
月
一
日
か
ら

九
月
十
四
日
）

授
業
開
始

　

平
成
十
六
年
十
月
一
日

（
修
士
全
科
生
は
平
成
十
七
年

四
月
一
日
）

視
聴
方
法

　

ス
カ
イ
パ
ー
フ
ェ
ク
Ｔ
Ｖ　

資
料
の
請
求
（
無
料
送
付
）

放
送
大
学
長
野
学
習
セ
ン
タ
ー

〒
三
九
二－

〇
〇
〇
四

諏
訪
市
諏
訪
一－

六－

一　

ス

ワ
プ
ラ
ザ
ビ
ル
四
階

�
〇
二
六
六－

五
八－

二
三
三
二

（
月
曜
日
･
祝
日
休
み
）

六
月
は
、迷
惑
な
不
正
改

造
車
を
排
除
す
る
運
動
の

強
化
月
間
で
す
。

　

安
眠
妨
害
と
な
る
爆
音
を
轟
か

せ
る
車
、
運
転
者
の
顔
が
見
え
な

い
着
色
フ
ィ
ル
ム
を
貼
付
し
た
車
、

過
積
載
を
す
る
た
め
荷
台
側
壁
を

高
く
し
た
ダ
ン
プ
車
な
ど
が
不
正

改
造
車
の
例
で
す
。
こ
の
様
な
自

動
車
を
無
く
す
た
め
、
皆
様
の
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

迷
惑
改
造
車
相
談
窓
口
及
び
問
い

合
わ
せ
先

　

長
野
運
輸
支
局　

整
備
課

「
迷
惑
改
造
車
相
談
窓
口（
不
正
改

造
車
一
一
〇
番
）」
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「
国
税
モ
ニ
タ
ー
」っ
て

 

ご
存
じ
で
す
か
？

　

税
金
に
つ
い
て
は
、多
く
の
方

が
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
を
お
持
ち

の
こ
と
と
思
い
ま
す
。「
国
税
モ
ニ

タ
ー
」は
、税
金
に
つ
い
て
客
観
的

な
立
場
か
ら
意
見
を
述
べ
た
り
、

皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ご
意

見
・
ご
要
望
・
苦
情
等
を
税
務
署

へ
伝
え
る
パ
イ
プ
役
で
す
。

　

国
税
モ
ニ
タ
ー
は
次
の
方
々
で

す
。
お
気
軽
に
ご
意
見
な
ど
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

●
松
岡
治
朗
さ
ん

　

高
森
町
下
市
田
一
〇
四
九－

二
四

�
〇
二
六
五－

三
五－

五
二
七
一

●
井
口
三
照
さ
ん

　

阿
南
町
西
條
一
一
五
一－

一

�
〇
二
六
〇－

二
二－

二
〇
〇
五

●
坂
井
大
見
さ
ん

　

飯
田
市
下
久
堅
知
久
平
一
四
〇
七－

一

�
〇
二
六
五－

二
九－

七
三
九
二

●
澤
口
和
子
さ
ん

　

飯
田
市
松
尾
新
井
六
六
四
五

�
〇
二
六
五－

五
三－

二
〇
五
五

�
〇
二
六－

二
四
三－

五
五
二
五

　

北
陸
信
越
運
輸
局
自
動
車
技
術

安
全
部
整
備
・
保
安
課

「
迷
惑
改
造
車
相
談
窓
口（
不
正
改

造
車
一
一
〇
番
）」

�
〇
二
五－
二
四
四－

五
五
五
四

「
環
境
フ
ォ
ト
＆
メ
ッ
セ
ー

ジ
」大
募
集

発
信
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日
（
月
）

〜
平
成
十
七
年
二
月
十
日
（
木
）

テ
ー
マ

「
地
球
に
や
さ
し
い
暮
ら
し
」と

「
ふ
る
さ
と
の
風
景
」
の
今

応
募
作
品

　

カ
ラ
ー
写
真
１
枚
と
、
そ
れ
に

ま
つ
わ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
〔
二
百
字

以
内
〕
に
応
募
用
紙
（
役
場
に
少

し
あ
り
ま
す
。）を
添
え
て
郵
送
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

送
り
先

お
近
く
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
各
放
送
局「
環

境
フ
ォ
ト
＆
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
係

住
所
等
の
お
問
い
合
わ
せ

�
〇
三－

三
四
六
六－

一
〇
〇
〇

 

〔
平
日
午
前
十
時
〜
午
後
六
時
〕

　

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w

w
w
.n
h
k
.o
r.jp
/k
a

n
k
y
o
/

長
野
県
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

長
野
県
で
は
不
正
軽
油
を
撲
滅

す
る
た
め
、「
な
が
の
け
ん
不
正

軽
油
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」を
設
置
し
、

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
を
収
集

し
て
お
り
ま
す
。
次
の
よ
う
な
情

報
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。
県
内
の
一
般
電
話
及
び
携

帯
電
話
・
P
H
S
か
ら
通
話
で
き

ま
す
。

○
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
燃
料
に
重
油

や
灯
油
を
使
用
（
販
売
）
し
て

い
る
。

○
軽
油
の
色
や
に
お
い
が
お
か
し

い
・
エ
ン
ジ
ン
の
調
子
が
悪
く

な
っ
た
。

○
著
し
く
安
い
価
格
で
軽
油
を
販

売
し
て
い
る
。

○
不
審
な
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
出

入
り
し
て
い
る
。　

な
ど

連
絡
先
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

�
〇
一
二
〇－

九
四
〇－

〇
五
〇

開
設
時
間
は
平
日
の
九
時
か
ら

十
七
時
ま
で
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

下
伊
那
地
方
事
務
所
税
務
課

�
〇
二
六
五－

五
三－

〇
四
〇
七

簡
易
裁
判
所
の

 

民
事
手
続
き
に
つ
い
て

　

簡
易
裁
判
所
の
窓
口
に
は
、
民

事
訴
訟
等
の
手
続
き
を
わ
か
り
や

す
く
説
明
し
た
次
の
よ
う
な
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
や
記
入
説
明
書
付
き
定

型
訴
状
用
紙
が
備
え
置
い
て
あ
り

ま
す
の
で
、
御
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
不
明
な
点
は
、
最
寄
り
の

簡
易
裁
判
所
の
窓
口
の
職
員
に
、

お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

１
「
初
め
て
簡
易
裁
判
所
を
利
用

さ
れ
る
方
の
た
め
に
」

２
「
ご
存
じ
で
す
か
？
簡
易
裁
判

所
の
民
事
手
続
案
内
サ
ー
ビ

ス
」

３
「
ご
存
じ
で
す
か
？
簡
易
裁
判

所
の
民
事
訴
訟
」

４
「
ご
存
じ
で
す
か
？
簡
易
裁
判

所
の
少
額
訴
訟
」

５
「
ご
存
じ
で
す
か
？
簡
易
裁
判

所
の
支
払
督
促
」

６
「
ご
存
じ
で
す
か
？
簡
易
裁
判

所
の
民
事
調
停
」

７
「
特
定
調
停
の
申
立
て
を
さ
れ

る
方
の
た
め
に
」

８
「
特
定
調
停
の
申
立
て
を
さ
れ

る
方
の
た
め
に

－

事
業
を
行
っ

て
い
る
方
の
た
め
に

－

」

快適な夏を過ごすため 

エアコンの冷気を扇風
機で部屋中に循環させ
ることで体感温度（肌で
感じる温度）を下げ、
いっそう涼しく感じられ
ます。そして、エアコン
の設定温度を１℃上げる
と約１０％の省エネにな
ります。 

夏 夏 
エアコンと併用して 
省エネ快適冷房。 

夏は１℃ 
高めに 
約10％省エネ 

　

あ
な
た
の
環
境
に
つ
い
て
の
思

い
を
「
写
真
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
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　長野県から派遣研修として役場産業建設課農林係で林業関係の事

務等を執らせていただいております。

　本来であれば4月からお世話になる予定でしたが１月遅れの５月か

らの派遣研修となりました。４月までは下伊那地方事務所林務課の

治山係というところで治山事業の計画・監督等をしておりました。

　不慣れな点も多くご迷惑をおかけすることも多々あるかと思いま

すが、できるだけ村内を廻り、皆様の声を聞きながら勉強していき

たいと思っております。

　よろしくお願いします。

よろしくお願いします 山門　宏一さん

役
場
人
事
異
動

役
場
人
事
異
動

平
成
十
六
年
五
月
一
日
付

県
職
員
市
町
村
派
遣
研
修

　

山
門　

宏
一

（
産
業
建
設
課 
農
林
係
）

（
下
伊
那
地
方
事
務
所

林
務
課
治
山
第
二
係
よ
り
）

＝水中運動のすすめ＝

　最近ちょっとしたブームになっている水中運動。大型店に

は水中運動用の水着が多種類並ぶようになりました。水中運

動と聞くと、「泳ぐのでは？」と思う方もいらっしゃいます

が、そうではなく、歩くことを基本とした運動を行ないます。

　水には浮力がありますので、陸上では思うように運動でき

ない人達（腰痛、膝痛などの関節痛、肥満）にとっては、安

全で、効果的な運動ができます。陸上運動に比べ約２倍のエ

ネルギーを消費するので、肥満解消にも役立ちます。また、

浮いているだけでも筋肉がリラックスし、血液循環がよくな

るためリラクゼーション効果も高く、ストレス解消にもなる

ようです。みなさんも始めてみると意外に楽しいかもしれま

せん。

　村では、今年度８回コースで水中運動講座をおこないます。

場　所：ヘルシースタジアム６０プール（高森町）

　　　　バス送迎付き

登録料： ４,８００円

初　日：６月２８日（月）

　　　　より８回

詳しくは、役場保健師に

お問い合わせください。

　

村
で
は
毎
年
、
約
１
０
０
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
間
伐
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

家
庭
用
の
薪
材
、
炭
づ
く
り

等
で
利
用
し
た
い
方
は
、
下
記

の
と
お
り
販
売
し
ま
す
。

☆
広
葉
樹

　

軽
ト
ラ
ッ
ク
１
台２

、０
０
０
円

☆ 
カ
ラ
マ
ツ

　

軽
ト
ラ
ッ
ク
１
台１

、０
０
０
円

　

ご
希
望
の
方
は
、
産
業
建
設

課
農
林
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

◎ 長野県の松くい虫被害発生経過

　昭和５６年７月木曽郡山口村で確認された松

くい虫の被害は、県下各地において被害が確

認され、平成１５年度末においては５０市町村に

及んでいます。

◎ 近隣市町村の状況

　大鹿村に隣接している、駒ヶ根市・中川村・

松川町・豊丘村・喬木村は被害地域であり、毎

年薬剤の空中散布・伐倒薫蒸等実施していま

すが被害の拡大を止められない状況です。

◎ 大鹿村の状況

　平成１４年５月滝沢地籍で確認された松くい

虫の被害は、現在桶谷地籍まで広がってきて

います。

◎ 今後の対策

　長野県では、環境保護及び人体への影響等

から薬剤の空中散布が廃止となったため、伐

倒薫蒸の実施により対応します。

   大鹿村でも徐々に村内へ広がる恐れがあり

ますので、枯れた松を発見された方は役場産

業建設課へご連絡ください。
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